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① 付番等システムの開発 

生成 



H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 

番号制度 

情報提供 
ネットワークシステム 

【国】 

①付番等システム 
【国（機構）】 

③既存システム 
改修 

【地方公共団体】 

②
中
間
サ
ー
バ
ー 

ソフトウェア開発 
(情報連携PF構築) 

【国】 

ハードウェア導入 
【地方公共団体等】 

条例 
【地方公共団体】 

付番 H27.10～ 

▼法案成立（5/24） 
個人番号利用・個人番号カード交付 H28.1～ 

H29.1～ 
国等 情報照会／提供 

H29.7～ 
地方公共団体 

団体内の 
システム 
連携 
テスト 

情報連携 
情報提供NWSとの 

連携テスト・ 
総合運用テスト 

既存住基システム改修 
機構との連
携テスト 

ハードウェアの 
設定・導入 

税務システム改修 

調査 

▼地方公共団体情報 
  システム機構設立（4/1） 

          設計・開発 連携テスト 付番システム 

設計・開発・必要な調整 

            設計・開発 連携テスト 公的個人認証 
個人番号カードシステム 

設計・開発・テスト 

団体内統合宛名システム等整備 

社会保障関係システム改修 

社会保障・税番号制度導入に向けたスケジュール 

独自利用事務の検討 

個人情報保護条例等の改正内容を調査 

条例
制定 
条例
改正 
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個人番号付番等システムの保有する機能 

 個人番号付番等システムは、番号制度の基盤として、個人番号の生成・配布に係る業務、情報提供ネットワークシ
ステムとの連携に係る業務、電子証明書（公的個人認証）に係る業務、個人番号カードに係る業務を行うためのシス
テムであり、これを実現するために必要な機能等は以下のとおり。 

機能名 概要 

個人番号生成機能 

• 住民票コードを基に個人番号を生成し、住民票コードと個人番号を管理する。 

• 出生等により新たに個人番号を指定する場合は、その都度、市町村は機構に問い合わせ、個人番号を生成

する。（コール＆レスポンス） 

本人確認情報管理機能 • 本人確認情報に個人番号を追加し、保有・管理する。 

情報提供ネットワークシス
テム連携機能 

• 情報連携に必要な符号を払い出すために、国の行政機関等及びマイ・ポータルから求められた者に対応す

る住民票コードを情報提供ネットワークシステムへ送信する。 

電子証明書管理機能 
• マイ・ポータルのログイン等に利用する利用者証明用電子証明書及び電子申請時の署名等に利用する署名用電

子証明書の発行、失効、一時保留等を管理する。 

個人番号カード発行・管
理機能 

• 個人番号カード交付申請書から、個人番号カードの発行に必要なデータの作成や個人番号カードの発行、個人番

号カードの発行状況を管理する。 

• 盗難、紛失時等に利用者からの一時停止申請の受付等を行い、個人番号カード及び電子証明書を一時的に利用

停止する。 
• 通知カード／個人番号カード交付申請書を住民に送付するため、市町村から受信した宛名情報より印刷用データ

を作成し、印刷業者へ通知する。 

① 個人番号付番等システムの設計・開発の概要 
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 セキュリティ、コストの観点から、インターフェイスシステムと既存業務システムを接続する方法として、情報連携対象の個人
情報の副本を保存・管理する「中間サーバー」を置くことが適当 

○セキュリティ 

   副本を中間サーバーに保存することで、障害等の場合も既存業務システムへの影響を遮断 
○コスト 

既存業務システムの改修を最小限に抑えるとともに、中間サーバーの稼働により情報連携に対応 
（既存業務システムの稼働コストの最小限化） 

 

 

○保有すべき情報 

・ 符号とともに、所得情報、世帯情報、各福祉分野情報（別表第二規定）、更新日時等 
 を保有・管理 
・ セキュリティの観点から、個人番号、基本４情報は保有せず、団体内統合宛名番号の 
 保有により本人を特定することが適当 

○セキュリティ確保方策 

 ・ 職員認証と適切な権限管理、ネットワーク設定の適切な実施、 
  サーバーの通信状況の監視、ウイルス対策   等 

  ・ 未知のマルウェアなど新たな脅威にも対応した対策が必要 

○必要とされる機能 

  ・ 情報照会・提供機能、符号管理機能、既存システム接続機能、インターフェイスシステム接続機能、 
   情報提供等記録管理機能 等 

中間サーバーが保有する情報（モデルケース） 

基本的な考え方 

必要性 

団体内統合 
宛名番号 

団体内統合 
宛名番号 

団体内統合宛名システム 

団体内統合宛名番号 

団体内統合宛名番号 

団体内統合宛名番号 

○個人番号を保有せず、団体内統合宛名番号を保有 
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②－１ 地方公共団体における番号制度に係る中間サーバーの整備ポイント 



■ 番号制度導入に当たって、地方公共団体において整備が必要となる中間サーバーに
ついては、次のとおりクラウドの積極的活用により、共同化・集約化を推進。 

②ハードウェア：クラウドによる共同化・集約化 

 中間サーバーのハードウェアの整備は、クラウドの積極的な活用により共同化を図ることとし、  
中間サーバーの拠点（「中間サーバー・プラットフォーム」）を、地方公共団体情報システム機構が
全国２か所に用意     （平成26年度後半～27年度で整備） 

⇒ LGWAN-ASPの活用 
⇒ 地方公共団体情報システム機構が用意するこのプラットフォームを各都道府県・市区町村が活用 

→ （a）イニシャルコスト・ランニングコストの節減、（b）セキュリティ、運用の安定性の確保 
  につながるもの 

 

①ソフトウェア：国による一括開発 

 中間サーバーのソフトウェアは、地方公共団体において共通的に整備することが必要となるもの
であり、国（総務省）において一括開発（平成25年度～）し、地方公共団体に配布 

  （当該ソフトウェアの保守は地方公共団体情報システム機構が実施） 

5 

②－２ 番号制度に係る地方公共団体の中間サーバー整備の共同化・集約化の基本的考え方 



LG-WAN 

全国運用 
センター 

西日本 
接続拠点 

東日本 
接続拠点 

西日本センター 

西日本 
メイン 

東日本センター 

西日本バック
アップ 

東日本バック
アップ 

東日本 
メイン 

中間サーバー・プラットフォーム（仮称） 
として全国２か所に拠点に用意 

都道府県 

市町村 

市町村 

都道府県 

各団体は、LGWAN
を通じて中間サー

バーを利用 

データベースは 
各団体ごとに明確

に区分管理 
中間サーバーのソフ
トウェアを一括開発し、

配布 

国の行政機関等 

総務省 

データベースに
特定個人情報
の副本を保存 

相互バックアップにより
業務継続性を強化 

情報提供ネットワー
クシステム 

（コアシステム） 

中間サーバー・プラットフォーム（仮称） 

地方公共団体情報システム機構 
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②－３ 地方公共団体における中間サーバーの共同化・集約化（イメージ） 

専用回線 専用回線 



 28年１月からの個人番号利用及び28年7月から予定されている情報提供ネットワークシステムとの総合運用テストまでに、
それぞれに必要な対応を終える必要。 
 改修負荷が高いことが見込まれる団体（大規模団体等を想定）においては26年度から、改修負荷が低いことが見込まれる
団体（パッケージソフトウェアをノンカスタマイズで導入している団体や、小規模団体等を想定）においては27年度からの
対応が想定されるが、対応時期については、各団体のシステムの状況等を踏まえ、各団体ごとに早期の検討が必要。 

○ 地方公共団体における番号制度の導入に必要な既存システムの改修等について、以下のような対
応が見込まれるところ。 

【対応年度：26年度予算～】 

【対応年度：26年度予算～】 

既存住基システムの改修 

社会保障関係システムの改修 

 27年10月からの個人番号の通知への対応については26年度中に終えることが必要（テスト等の一部作業は、27年度対応）。
このため、全ての市区町村において、26年度に改修作業にとりかかることが必要。 

既存税務システムの改修 

 27年10月からの個人番号の通知への対応、28年１月からの個人番号利用及び28年7月から予定されている情報提供ネット
ワークシステムとの総合運用テストまでに、それぞれに必要な対応を終える必要。 
 中間サーバーの整備と併せ、情報連携等を行うため、各団体において団体内統合宛名システム等を整備することとし、対
応時期については、各団体のシステムの状況等を踏まえ、早期の検討が必要。 

【対応年度：26年度予算～】 団体内統合宛名システム等の整備 
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③ 番号制度に係る地方公共団体の既存システムの改修について 

【厚生労働省が対応】 



データセンター 参加団体 

複数の地方公共団体がシステムのハードウェア、ソフトウェア等を外部のデータセンター
で保有・管理し、ネットワーク経由で利用することができるようにする取組み 

・徹底したコストカットと効率 
 的な行政運営の実現 
・災害やセキュリティに強い 
 行政基盤の構築  等 

自治体クラウド導入 

導入効果 

効
率
的
な
電
子
行
政
の
実
現 

相乗効果 

番号制度導入 

 ○番号制度導入は、自治体クラウドを導入する絶好の機会である。 
 ○自治体クラウド導入は、番号制度の導入に伴うシステムの整備及び運用の効率化に繋がる。 

複数の機関において、それぞれの機関ごとに「番号」やそれ以外の番号を付して管理し
ている同一人の情報を紐付けし、紐付けられた情報を活用する仕組み 

  …等 

国 

保険組合等 相互連携 地方公共団体 

・事務手続きの簡素化、負 
 担軽減 
・よりきめ細やかな社会保 
 障給付の実現    等 

導入効果 
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番号制度の導入と自治体クラウドの関係 



通知カード 
 
 
 
 
 
 

○個人番号を券面に記載 
 
○顔写真なし 

○全国民に郵送で送付するため、
来庁の必要なし。 

○全市町村が共同で委託すること
を想定。民間事業者の活用も視
野 

 

○手数料：なし 
 
○交付事務は法定受託事務 

○個人番号カードの交付を受ける
までの間、行政機関の窓口等で
個人番号の提供を求められた際
に利用可能 

 （番号法に基づく本人確認のために
は、通知カードのほか主務省令で定
める書類の提示が必要。） 

住民基本台帳カード 個人番号カード 

１ 様式 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

○住民票コードの券面記載なし 
 
○顔写真は選択制 

 
 
 
 
 
 

○個人番号を券面に記載（裏面に記載する方向
で検討） 

○顔写真を券面に記載 

２ 作成 
 ・交付 
 
 
 

○即日交付又は窓口に２回来庁 

 

○人口３万人未満は委託可能 

 

 

○手数料：1000円が主 
（電子証明書を搭載した場合） 
 
○交付事務は自治事務 

○市町村窓口へ１回来庁のみ（顔写真確認等）
を想定 

○全市町村が共同で委託することを想定。民間
事業者の活用も視野 

 

○手数料：今後検討 
 
○交付事務は法定受託事務 

３ 利便性 
 
 
 
 

○身分証明書としての利用が中心 
 
 
 
 
 

○身分証明書としての利用 
○個人番号を確認する場面での利用（就職、転
職、出産育児、病気、年金受給、災害等） 

○市町村、行政機関等による付加サービスの利
用 

○電子証明書による民間部門を含めた電子申
請・取引等における利用 

個人番号カード、通知カードについて 

or  生年月日  ○年□月△日  
 性別    女 
 氏   名  番号花子 
 住   所  △県○市□町1-1-1 

個人番号    ○○○・・・・○○○ 

表面（案） 裏面（案）   （案） 
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個人番号カードの原寸大券面イメージ（案） 

10 

女 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 
※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

個人番号 
カード 

住  所 

平成10年3月31日 生年月日 性  別 

サインパネル領域 

氏  名 

住所変更などがあった場合に利用。 

1234 5678 9012 個人番号 
※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 
※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

氏  名 

平成10年3月31日 生年月日 

追加ロゴ 
予備領域 

 

連絡先：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

QRコードで、個人番号12桁を記録する。 

法律で認められた者以外の者が個人番号をコピーすることは、法律で禁止 
 されています。また記載事項を改ざんした者は、法律により罰せられます。 
このカードを他人に貸与または譲渡することはできません。 
このカードの暗証番号は他人に知られないようご注意ください。 
このカードを紛失したとき、または盗難にあった場合は、直ちに届け出て 
 ください。 
このカードは折り曲げたりすると使用できなくなる場合がありますので、 
 大切にお取り扱いください。 
このカードを拾得された方は、下記連絡先までご連絡ください。 

表面 裏面 

2026年 3月31日まで有効 
1234 セキュリティコード 

電子証明書 
の有効期限 

  年   月   日 

  年   月   日   年   月   日 

  年   月   日 



個人番号カードに格納される公的個人認証サービスについて 

署名用（既存） 利用者証明用（新規） 
e-Taxの確定申告等、文書を伴う申請等に利用
される。 

※基本４情報を記録 

マイ・ポータルのログイン等、認証手段として利用
される。 

※基本４情報の記録なし 

署名用 
秘密鍵 

利用者証明用 
秘密鍵 

公開鍵暗号方式 

公的個人認証サービスが採用する暗号方式。秘
密鍵と公開鍵はペアとなっており、片方の鍵で暗
号化されたものは、もう一方の鍵でしか復号化で
きない性質をもつ。 

※ 秘密鍵を無理に読みだ
そうとすると、ICチップが
壊れる仕組み 

※ 秘密鍵を無理に読みだ
そうとすると、ICチップが
壊れる仕組み 

利用者証明用電子証明書 署名用電子証明書 

※ カードの中の格納され
た領域から外に出ること
がない 

※ カードの中の格納され
た領域から外に出ること
がない 
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顧客マスタ 

署名検証者（金融機関など） 

④ 署名検証 
・公開鍵に対応する秘密鍵で 
 署名されたか 
・電子証明書が有効か 

地方公共団体情報システム機構 

⑦ 署名用電子証明書 
の発行番号（S１１１１） 
を送信 

・本人申請内容確認        
（ｵﾝﾗｲﾝ申請内容と電子証
明書内容との突合） 

・申請内容の登録 

・二つの電子証明書を紐
付けて管理 

（Ｓ１１１１－Ｒ２２２２） 

⑥ 有効性確認結果 

①’代行入力 ① 申込書入力 

② 秘密鍵を用いて 
申込書に電子署名 
を行う 

口座開設申込み 

①’代行入力 

② 秘密鍵を用いて 
電子利用者証明 
を行う 

ネット上での取引など 

③ 申請 

③ログイン 

④’ 利用者証明検証 

口座開設兼 
個人ポータル開設 
申込書 

ログイン 

ログイン画面 

① 画面を表示 

番号カード 個人番号カード 

番号カード 個人番号カード 

〇〇銀行 
お客様総合ポータル 

⑧ 利用者証明用電子
証明書の発行番号を（R
２２２２）回答 

顧客の利用者証明用電子証明書が送
信された際に、発行番号を確認すれ
ば、どこの誰からのアクセスなのか

判明！！ 

次回以降の手順 

ＩＤ／パスワードを超えるセ
キュリティ水準を確保 

有効でない場合は、顧
客の住所が変更されて
いる可能性等を把握。 

新しい公的個人認証サービス（署名と利用者証明）活用フロー（イメージ） 

署名用電子証明書サーバ 

利用者証明用電子証明書サーバ 

電子証明書の紐付け情報 
データベース 

⑤’ 有効性確認の依頼 

⑥’ 有効性確認結果 

署名用電子証明書 

氏名 霞 太郎 

生年月日 〇年〇月〇日 

性別 男 

住所 東京都千代田区霞ヶ
関２－１－１ 

発行者 機構 

有効期間 〇年〇月〇日 

発行年月日〇年〇月〇日 

発行番号 Ｓ１１１１ 

発行者 機構 

有効期間 〇年〇月〇日 

発行年月日〇年〇月〇日 

発行番号 Ｒ２２２２ 

発行者 機構 

有効期間 〇年〇月〇日 

発行年月日〇年〇月〇日 

発行番号 Ｒ２２２２ 

利用者証明用 

電子証明書 

文書なし 

氏名 霞 太郎 

生年月日 〇年〇月〇日 

性別 男 

住所 東京都千代田区霞ヶ
関２－１－１ 

発行者 機構 

有効期間 〇年〇月〇日 

発行年月日〇年〇月〇日 

発行番号 Ｓ１１１１ 

申込書 

申込書 

基本４情報をネット上に流通
させることなく安全にログイ
ンができる 

インターネット 
店頭 
 いずれも可能 

口座開設時の本人 
確認書類に相当 

⑤ 有効性確認の依頼 
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